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１．概 要
１－１ 各種道路台帳積算運用の概要

各種道路台帳積算運用の概要（○印の台帳の積算方法の運用を示したものである ）。

道路法28条道路台帳

○ 道路台帳附図 法定台帳 舗 装 台 帳

地建様式 省令様式（施行規則） 本省様式

附図Ⅰ基本図 附図Ⅱ用地管理図 ○○道路台帳 第一表 様 式 － Ａ 基本

実 延 長 調書 第二表 〃 － Ｂ 修繕

トンネル 〃 第三表 〃 － Ｃ 〃 Ｂの続き

橋 〃 第四表

鉄 道 等 〃 第五表
との交差

別 紙 様式Ａ
次ページ参照

地 名 等 平 面 図 曲 線 縦 断 柱 状 図 備考

必要事 工事用平面図等 貸与する参考書及び

項記入 （1/1000）原図 本工事よりの横断図

等により必要事項を

記入する。
写真製版等によ

り拡大1/500

作成要領による
修 正

打合せ

ケント紙焼付

様式Ｂ

地 名 等 平 面 図 記 事

柱 状 図

必要事 簡易な方法で 様式Ａに必 必要事項

項記入 記入 要事項記入 記 入

様式Ａにも必

要事項を赤書

修正する
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各種道路台帳積算運用の概要

道路台帳附図 本運用対象

昭和50年８月14日建部道政第275号
道路台帳附図作成要領について

－－－－－「道路工事完成図等作成要領」に基づく「完成平面図」
の作成方法を参照のこと

附図Ⅰ(基本図) 附図Ⅱ（用地管理図） 用地管理図作成要領（案）
昭和62年３月17日事務連絡
用地管理図作成要領（案）について

平面図の修正 新設道路又は 既存道路で土地の実測平 既 存 道 路 で
改築する場合 面図等の資料のある場合 資料の乏しい場合

縦 断 測 量 ※ 路 線 測 量 現 地 踏 査 現 地 踏 査

公図等の転写、地積測量図転写 公図等の転写、地積測量図転写
中 心 杭 設 置

横 断 測 量 ※ 土地登記簿等調査 土地登記簿等調査

※必要に応じ実施
基 準 点 測 量 土 地 実 測 平 面 図 境界杭の確認又は 境界杭の立会確認 復元測量
（国家三角点） 境界杭の立合確認 境界確認

土地境界立会確認書作成
復元測量（必要な場合） 境 界 杭 の 設 置 補助基準点の設置

幅 杭 座 標 値 境界確認 基準杭（鋲）設置
土地境界立会確認書作成

基準杭三角辺長値 必要に応じ、
基準杭（鋲）設置（必要な場合） 境界点間測量、面積計算

必要に応じ、 . 境界測量、用地境界杭設置
用 地 取 得 補助基準点の設置、境界測量、用地境界杭設置

境界点間測量、面積計算

コンクリート杭設置 ① 区域外基準点測量（必要な場合） ① 区域外基準点測量（必要な場合）
② 区域内基準点測量 ② 区域内基準点測量

保 有 地 管 理

工事中（境界杭）管理

用 地 管 理 図 用 地 管 理 図
幅 杭 補 正

用地実測図原図作成 .は担当部課と打合せすること。
用地実測図原図作成

官民境界杭等の確認 必要に応じ、
用地現況測量（建物等 、用地平面図作成 必要に応じ、）

用地現況測量（建物等 、用地平面図作成）
管理用引継資料作成 ※管理部署への引継資料作成歩掛かりは 「用地調査等積算基準」による。、

用 地 管 理 図 作 成

用 地 管 理 図 引 渡

原則、用地確定図を用地管理図とする。附図Ⅱは、附図Ⅰ（平面図）を複製し道路敷地内は空白とし、座標を記入する。
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２．運用基準

２－１ 附図Ⅰ（基本図）の積算運用について

附図Ⅰの作成については、原則見積もりによる。

なお、作成に当たっては「道路台帳附図作成要領建部道政第２７５号昭和５０年８月１

４日付）」によるほか、「道路工事完成図等作成要領(国土技術政策総合研究所)」に記載

された「完成平面図」の作成方法に準拠して作成すること。

２－２ 附図Ⅱ（用地管理図）の積算について

附図Ⅱの積算運用に当っては、国土交通省設計等標準積算基準書（以下「基準書」とい

う）によって行う。
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